
公益社団法人 熊本県栄養士会 学校健康教育事業部規約 

 

（趣旨） 

第１条 この規約は、公益社団法人熊本県栄養士会（以下「本会」という。）定款第 

３５条および第３６条に基づき、本会学校健康教育事業部に必要な事項を定める。 

 

（名称） 

第２条 この会は、本会学校健康教育事業部（以下「本事業部」という。）と称する。 

 

（事務所） 

第３条 本事業部の事務所は原則として、本事業部部長が指定した場所におく。 

 

（目的） 

第４条 本事業部は、本会の目的を達成するために、学校健康教育関係に所属する管理

栄養士・栄養士の専門性の強化と資質の向上を図る事業を実施することにより、県民

の健康増進に寄与することを目的とする。 

 

（事業） 

第５条 本事業部は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

 （１）本会の事業計画に基づく事業 

 （２）県民の健康づくりに関する事業 

 （３）研修会の開催 

 （４）その他前条の目的を達成するために必要と認められる事業 

 

（会員） 

第６条 本事業部の会員は、本会会員であって次のいずれかに該当する者をもって 

組織する。 

 （１）学校健康教育関係機関に現に就業しているもの 

 （２）学校健康教育関係機関に就業経験のあるもの 

 （３）本事業部への所属を希望するもの 

 

（運営委員の設置） 

第７条 本事業部に、次の運営委員をおく。 

 （１）事業部長   １名 

 （２）書記     １名 

 （３）財務     １名 

２ 事業部長の資格は、本会役員の選任に関する規程第１２条第２項に準ずる。 

 



（運営委員の選任） 

第８条 前条の運営委員は、本事業部会員の互選により選任する。ただし、兼任を妨げ 

 ない。 

 

（運営委員の任期） 

第９条 運営委員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

 

（事業報告） 

第１０条 本事業部は、会員に対し年１回事業報告を行う。 

 

（経費） 

第１１条 本事業部の活動に要する経費は、事業計画に基づいて充てるものとする。 

 

（会計年度） 

第１２条 本事業部の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

（規約の改廃） 

第１３条 この規約の改廃は、理事会の決議を経なければならない。 

 

附則 

１ この規約は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


